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「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改定案 現行 

 

３．求職者等が開示・提供を求める情報等 

(1) 求職者等が開示・提供を求める情報の内容 

 

 （略） 

 

＜労働条件・勤務条件＞ 

・ 賃金（昇給等の中長期的な見通し含む） 

・ 所定外労働時間（残業時間）、所定労働時間、有給休

暇取得率 

※ 残業時間や有給休暇取得率については、配属予定

の部署・プロジェクトにおける状況に係る情報を

求める意見があった。 

・ 副業・兼業の可否 6 

・ 転勤の有無 

 

（略） 

 

脚注６ 副業・兼業について、ヒアリング等では「デジタ

ル系の人材では、副業・兼業の可否も良く聞かれる」

といった意見（企業）があった。なお、副業・兼業の

促進に関するガイドライン（平成 30 年１月策定（令和

２年９月改定・令和４年７月改定））においても、

「副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容

の場合はその条件について、自社のホームページ等に

おいて公表することが望ましい」とされている。 

 

３．求職者等が開示・提供を求める情報等 

(1) 求職者等が開示・提供を求める情報の内容 

  

（略） 

 

＜労働条件・勤務条件＞ 

・ 賃金（昇給等の中長期的な見通し含む） 

・ 所定外労働時間（残業時間）、所定労働時間、有給休

暇取得率 

・ 副業・兼業の可否 6 

※ 残業時間や有給休暇取得率については、配属予定

の部署・プロジェクトにおける状況に係る情報を求

める意見があった。 

・ 転勤の有無 

 

（略） 

 

脚注６ 副業・兼業について、ヒアリング等では「デジタ

ル系の人材では、副業・兼業の可否も良く聞かれる」

といった意見（企業）があった。なお、副業・兼業の

促進に関するガイドライン（平成 30 年１月策定（令和

２年９月改定・令和４年７月改定））においても、

「副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容

の場合はその条件について、自社のホームページ等に

おいて公表することが望ましい。」とされている。 
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４．提供に当たっての課題や対応策 

(6) 情報の正確性 

○  求職者等においては、提供された情報を信用して、応

募等を行う企業等を検討するため、入社後のミスマッチ

が可能な限り生じないよう、提供する情報は当該企業等

における実態に近い、より正確なものである必要があ

る。例えば、定義等があいまいである情報、長期間にわ

たって更新がなされていない情報や制度の有無のみでそ

の利用実態が明らかでないもの等は見直す必要がある。 

 なお、職業安定法においては、労働者の募集を行う際

において求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義

務付けられており、虚偽の表示又は誤解を生じさせるよ

うな記載は禁止されている。 

○  特に、情報の更新については、正確かつ最新の内容に

保つことが必要であるが、内容によっては、更新作業に

過度の負担を要することも考えられる。 

更新については、企業等の体制等と比較考量しつつ検

討することが必要であるが、情報提供に当たっては、更

新した時期や次回の更新予定時期を併せて提供するな

ど、法令を遵守しつつ誠実な対応が求められる。 

（略） 

 

(7)  求職者等への情報提供に係る支援 

○  厚生労働省においては、企業等における女性活躍推進

に係る取組状況や若者の採用状況等の情報について、ワ

ンストップで閲覧できる職場情報総合サイト（しょくば

らぼ。以下、単に「しょくばらぼ」という。）を通じ

て、職場情報の見える化を促進している。 

 

４．提供に当たっての課題や対応策 

(6) 情報の正確性 

○  求職者等においては、提供された情報を信用して、応

募等を行う企業等を検討するため、入社後のミスマッチ

が可能な限り生じないよう、提供する情報は当該企業等

における実態に近い、より正確なものである必要があ

る。例えば、定義等があいまいである情報、長期間にわ

たって更新がなされていない情報や制度の有無のみでそ

の利用実態が明らかでないもの等は見直す必要がある。 

 

 

 

 

○  特に、情報の更新については、最新の情報であること

が望ましいものの、内容によっては、更新作業に過度の

負担を要することも考えられる。 

このため、更新頻度については、企業等の体制等と比

較考量しつつ検討することが必要である。なお、情報提

供に当たっては、更新した時期や次回の更新予定時期を

併せて提供するなど、誠実な対応が求められる。 

（略） 

 

(7)  求職者等への情報提供に係る支援 

○  厚生労働省においては、企業等における女性活躍推進

に係る取組状況や若者の採用状況等の情報について、ワ

ンストップで閲覧できる職場情報総合サイト（しょくば

らぼ。以下、単に「しょくばらぼ」という。）を通じ

て、職場情報の見える化を促進している。 
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○ ウェブサイトの更新に係る負担が大きい場合やウェブサ

イトを構築することが困難な場合その他より幅広く求職

者等への情報提供を求める場合は、本サイトの活用が考

えられる。 

※  しょくばらぼは、働き方や採用状況に関する企業

等の職場情報を検索・比較できるサイトであり、掲

載は無料となっている 15。 

 

 

 

脚注 15  法人番号を持つ全ての企業等が登録でき、「若者

雇用促進総合サイト」「女性の活躍推進企業データ

ベース」「両立支援のひろば」に掲載されている企

業等の情報その他多様な情報を一覧化している。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ウェブサイトの更新に係る負担が大きい場合やウェブサ

イトを構築することが困難な場合その他より幅広く求職

者等への情報提供を求める場合は、本サイトの活用が考

えられる。 

※  しょくばらぼは、働き方や採用状況に関する企業

等の職場情報を検索・比較できるサイトであり、掲

載は無料となっている。令和６年度中に、幅広い企

業等の情報を掲載できるよう改修を行う予定 15 であ

る。 

 

脚注 15  現行、「若者雇用促進総合サイト」「女性の活躍

推進企業データベース」「両立支援のひろば」のいず

れかのサイトに掲載されている企業等の情報を一覧化

している。令和６年度中に、しょくばらぼをこれらの

３サイト利用企業等に限らず活用できるようにするこ

と等の機能の充実を行う予定。 
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別表１ 

労働者の募集に当たって開示・提供する必要があるもの 

 
（★）法令により開示・提供義務のあるもの 

 
 

 

 

 

 

 

別表１ 

労働者の募集に当たって開示・提供する必要があるもの 

 
（★）法令により開示・提供義務のあるもの 
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別表２  

労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が求められ

るもの又は公表することが望ましいとされているもの 

 
（★）法令により開示義務のあるもの 

 
(*1) 指針において、①の一般事業主行動計画は、就労希望者の企業選択に資

すること等の効果が期待され、「両立支援のひろば」や自社のホームページ等

で公表することが期待されるものとされている。 

（略） 

 

別表２  

労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が求められ

るもの又は公表することが望ましいとされているもの 

 
（★）法令により開示義務のあるもの 

 
 

(*1) 指針において、①の一般事業主行動計画は、就労希望者の企業選択に資

すること等効果が期待され、「両立支援のひろば」や自社のホームページ等で

公表することが期待されるものとされている。 

（略） 
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